　別表（第3条関係）
　　　大町町スポーツ協会事業費補助金の補助対象経費及び補助金額
	事業の種類
	補助対象経費
	補助金額

	県民スポーツ大会への派遣事業
	出場費、保険費、激励費に要する経費
	　当該補助対象経費から当該補助対象経費に対する国県補助額、他団体補助額及びその他の収入を控除した額の合計額とし、限度額を2,500千円とする。

	スポ協所属の各部・協会の助成事業
	活動助成費、事業等補助金、ユニフォーム等購入補助金に要する経費
	

	[bookmark: _GoBack]スポ協の運営事業
	備品購入費、上部団体への負担金に要する経費
	



